
京都市障害者教養文化・体育会館条例の一部を改正する条例（平成３１年３月２８日京都

市条例第   号）（保健福祉局障害保健福祉推進室） 

消費税法及び地方税法の一部改正により，平成３１年１０月１日から消費税及び地方

消費税の税率が引き上げられることに伴い，京都市障害者教養文化・体育会館の利用料

金の上限額を改定することとしました。 

  この条例は，平成３１年１０月１日から施行することとしました。 

 

９２



 京都市障害者教養文化・体育会館条例の一部を改正する条例を公布する。 

  平成３１年３月２８日 

                          京都市長 門 川 大 作 

京都市条例第  号 

   京都市障害者教養文化・体育会館条例の一部を改正する条例 

 京都市障害者教養文化・体育会館条例の一部を次のように改正する。 

別表第１体育室の項中「２，９８０」を「３，０３０」に，「３，６００」を「３，６

６０」に，「８，６４０」を「８，８００」に，「２，４６０」を「２，５１０」に，「７,

０９０」を「７，２２０」に，「１，２３０」を「１，２５０」に，「１，３３０」を「１，

３６０」に，「３，３９０」を「３，４５０」に，「２５０」を「２６０」に，「６１０」を

「６２０」に改め，同表第２体育室の項中「１，２３０」を「１，２５０」に，「１，３３

０」を「１，３６０」に，「３，３９０」を「３，４５０」に，「２５０」を「２６０」に，

「６１０」を「６２０」に改め，同表トレーニング室（１人につき）の項中「３００」を

「３１０」に，「８２０」を「８３０」に改め，同表会議室の項中「２，１６０」を「２，

２００」に，「２，４６０」を「２，５１０」に，「６，０６０」を「６，１８０」に改め，

同表視聴覚室の項中「８２０」を「８３０」に，「１，０２０」を「１，０４０」に，「２，

３６０」を「２，４００」に改める。    

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３１年１０月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日

から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の京都市障害者教養文化・体育会館条例（以下「改正後の条例」

という。）の規定による京都市障害者教養文化・体育会館の利用に係る料金の徴収その

他これを徴収するために必要な準備行為は，この条例の施行前においても行うことがで

きる。 

（適用区分） 

３ 改正後の条例の規定は，この条例の施行の日以後の利用に係る料金について適用し，

同日前の利用に係る料金については，なお従前の例による。 

（保健福祉局障害保健福祉推進室） 
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